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規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
六
三
年
C
月
七
日
総
理
府
令
第
四
七
号
…
…
…
…
…
八
五
九

〇
特
定
廃
棄
物
管
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
総
理

府
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
成
四
年
三
月
二
六
日
総
理
府
令
第
四
号
…
…
…
…
…
…
〈
八
七

〇
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
…
…
…
…
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
八
日
総
理
府
令
第
五
七
号
…
…
…
…
…
ぺ
九
一

〇
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の



基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
成
二
年
一
一
月
二
八
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
…
…
…
九
一
一
七

〇
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
七
二
号
…
…
…
…
…
九
四
六

〇
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
三
年
ご
一
月
二
八
日
総
理
府
令
第
四
八
号
…
…
…
…
…
九
五
九

〇
核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規

則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
八
日
運
輸
省
令
第
六
八
号
…
…
…
…
…
九
七
つ

○
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
六
一
年
一
一
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
三
七
号
…
…
…
…
…
九
七
一
一

〇
指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
六
一
年
こ
一
月
二
百
総
理
府
令
第
六
八
号
…
…
…
…
…
九
七
七

〇
指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
に
基
づ
き
長
官
が
定
め
る
研
修
を
μ
め
る
告

示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
六
一
年
一
二
月
一
八
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
二
一
号
…
…
九
〈
〈

〇
核
原
料
物
質
､
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基

づ
き
､
指
定
検
査
機
関
を
指
定
す
る
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
六
一
年
一
二
月
二
七
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
三
号
…
…
九
〈
〈

○
核
原
料
物
質
､
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
忙
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基

づ
き
､
指
定
廃
棄
確
認
機
関
を
指
定
し
た
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
成
三
年
三
月
二
六
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
…
…
…
九
〈
九

〇
核
原
料
物
質
､
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基

づ
き
､
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
を
指
定
す
る
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
六
二
年
二
月
三
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
二
号
…
…
…
九
九
つ

○
核
原
料
物
質
､
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基

づ
き
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
を
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
六
二
年
二
月
三
日
運
輸
省
告
示
第
七
〇
号
…
…
…
…
九
九
つ

○
日
本
原
子
力
研
究
所
法
第
三
十
八
条
の
二
等
の
規
定
に
基
づ
き
内
閣
総
理
大
臣

‘
の
権
限
を
科
学
技
術
庁
長
官
に
委
任
す
る
件
･
‥
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
四
二
年
八
月
一
日
総
理
府
告
示
第
三
三
号
…
…
…
…
九
九
一
一



第
三
編
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
三
二
年
六
月
一
〇
日
法
律
第
一
六
七
号
…
…
…
…
…
…
九
九
九

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
…
…
…
…
昭
和
三
五
年
九
月
三
〇
日
政
令
第
二
五
九
号
…
…
…
…
…
…
一
つ
一
一
一
一
一
一

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
…
…
…
昭
和
三
五
年
九
月
三
〇
日
総
理
府
令
第
五
六
号
…
…
…
…
…
一
つ
四
一
一

〇
指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
五
年
C
月
一
八
日
総
理
府
令
第
六
一
号
…
…
…
…
…
一
口
八
一

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
…
…
…
…
…
昭
和
五
六
年
五
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
二
四
号
…
…
…
…
…
一
つ
九
一

〇
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
六
三
年
五
月
一
八
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
五
号
…
…
一
つ
九
五

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
二

条
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
荷
電
粒
子
を
加
速
す
る
こ
と
に
よ
り
放
射
線
を
発

生
さ
せ
る
装
置
と
し
て
指
定
す
る
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
三
九
年
四
月
九
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
四
号
…
…
…
一
一
つ
べ

○
ガ
ｽ
ｸ
ﾛ
ﾏ
ﾄ
グ
ﾗ
ﾌ
用
ｴ
ﾚ
ｸ
ﾄ
ﾛ
ﾝ
ｰ
ｷ
ｬ
プ
ﾁ
ｬ
ｰ
デ
ｨ
ﾃ
ｸ
ﾀ
に
係

る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
等
を
定
め
る
告
示
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
六
年
五
月
ﾆ
〈
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
九
号
…
…
…
一
一
つ
八

〇
放
射
性
同
位
几
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又

は
事
業
所
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る

告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
六
年
五
月
一
六
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
〇
号
…
…
一
一
一
つ

○
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又

は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定

め
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
成
二
年
C
月
二
八
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
七
号
…
…
…
一
一
一
一
一
一

〇
講
習
の
時
関
数
等
を
定
め
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
五
年
一
一
月
一
八
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
〇
号
…
…
一
一
四
つ

○
使
用
の
場
所
の
一
時
的
変
更
の
届
出
に
係
る
使
用
の
目
的
を
指
定
す
る
告
示
…
…
…
平
成
三
年
一
一
月
一
五
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
九
号
…
…
…
一
一
四
一



○
教
育
及
び
訓
練
の
時
間
数
を
定
め
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
…
…
…
…
…
…
…
…
平
成
･
．
一
一
一
年
一
一
月
一
五
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
〇
号
…
…
一
一
．
四
一
．

0
変
更
の
許
可
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
を
定
め
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
成
三
年
一
一
月
一
五
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
一
号
…
…
一
､
一
四
一
一
＾

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
･
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
゛
’

十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
工
場
又
は
事
業
所
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
成
三
年
一
一
月
一
五
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
二
号
…
…
一
一
四
一
一
一

〇
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第

八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
工
場
又
は
事
業
所
を
定
め
る
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
成
六
年
二
月
一
八
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
四
号
…
…
…
一
一
四
一
一
一

〇
指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
に
基
づ
き
長
官
が
定
め
る
放
射
線
研
修

等
を
定
め
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
六
年
五
月
一
六
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
二
号
…
…
一
一
四
一
一
一

〇
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

規
定
に
基
づ
き
記
録
の
引
渡
し
機
関
を
指
定
す
る
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
成
元
年
一
〇
月
二
七
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
三
号
…
…
一
一
四
四

〇
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
四
十
一
条

の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
放
射
線
取
扱
主
任
者
試
験
の
指
定
試
験
機
関

を
指
定
し
た
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
六
年
一
月
二
六
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
号
…
…
…
一
一
四
｀

○
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
を
指
定
す
る
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
六
年
六
月
三
〇
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
三
号
…
…
一
一
四
E

O
指
定
検
査
機
関
を
指
定
す
る
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
六
年
六
月
三
〇
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
四
号
…
…
一
一
四
六

〇
指
定
機
構
確
認
機
関
を
指
定
す
る
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
六
年
六
月
三
〇
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
五
号
…
…
一
一
四
六

〇
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
を
指
定
す
る
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
六
年
七
月
一
七
日
運
輸
省
告
示
第
三
五
一
号
…
…
…
一
一
四
六

〇
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基

づ
き
指
定
講
習
機
関
を
指
定
す
る
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
六
年
九
月
二
九
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
七
号
…
…
一
一
四
七

〇
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基

づ
き
指
定
講
習
機
関
を
指
定
す
る
件
…
…
…
…
い
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
六
年
一
〇
月
一
九
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
八
号
…
…
一
一
四
七
‘



○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基

づ
き
指
定
講
習
機
関
を
指
定
す
る
件
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
六
年
一
〇
月
一
九
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
九
号
…
…
一
一
四
べ

○
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
二
年
C
月
一
七
日
運
輸
省
令
第
三
三
号
…
…
…
…
…
一
一
四
八

〇
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す

る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
昭
和
五
六
年
五
月
一
八
日
運
輸
省
令
第
二
二
号
…
…
…
…
…
一
一
六
つ

○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
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